
「平成 30 年度ひとり暮らし訪問調査」実施について

平成 2 年度より区および社会福祉協議会が実施してきました「ひとり暮らし熟年者調査（75
歳以上で住民票上の単身世帯の実態調査） J ですが、今年度より以下のとおり対象者等を変
更し実施することとなりました。

1 目的

熟年者及び障害者を訪問調査し、本人の所在確認を行うとともに、その調査結果に基づ
き個々に必要な福祉サービス等に繋げ、地域共生社会の実現に資することを目的としま

す。

2 調査対象者

下記の（ 1 )~( 3 ）の対象者で福祉サービス等を利用していない方

( 1 ）「75 歳以上のひとり暮らし」文は「75 歳以上のみJ の世帯
※ただし、以下の 1 ～3 に該当する方は対象外
1 生活保護受給者 2 介護サービス利用者 3 入院又は外来受診者

( 2 ）「18 歳以上の障害者でひとり暮らし」又は「18 歳以上の障害者のみ」の世帯
障害は「身体と知的J のみ。
※ただし、以下の 1 ～3 に該当する方は対象外

1 生活保護受給者 2 障害福祉サービス受給者 3 更生医療受給者

(3) (1 ）と（ 2 ）の混合世帯（例： 80 歳の父親と 55 歳の障害者の子）

※対象外の要件は上記（ 1 ）と（ 2 ）のとおり

3 調査期間

平成 30 年 10 月 1 日～平成 30 年 11 月 30 日の 2 か月間

4 調査方法
民生・児童委員による訪問調査

5 実施主体
江戸川区福祉部福祉推進課孝行係・障害者福祉課庶務係
江戸川区社会福祉協議会

＜問い合わせ先＞

福祉部福祉推進課孝行係
電話5662-0314 （直通）


